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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無接触スマートカードの製造方法であって、
　－転写紙上に導電性ポリマーインクの巻線をスクリーン印刷するステップと、次いで前
記導電性インクを焼いて重合させるため前記転写紙シートに熱処理を施すステップと、に
よりアンテナ（１２）を製作するステップと、
　－接点を備えたチップ（１４）を前記アンテナ（１２）に接続するステップと、
　－前記アンテナ（１２）と前記チップ（１４）とが双方共プラスチック材料（１６）の
層内に埋め込まれるよう、加熱プレス成型を用いて、前記転写紙シートを、アンテナ用担
体を構成するプラスチック材料（１６）の層と積層するステップと、
　－前記転写紙を除去するステップと、
　－担体の各側にプラスチック材料（１８，２０）の少なくとも１層を、熱プレス成型に
より、溶接又は貼付して前記アンテナ担体上にカード本体を積層するステップと、
の各ステップを含む方法。
【請求項２】
　チップを前記アンテナに接続するステップが、
　－前記チップの接点がアンテナの接点と向き合って配置されるよう、チップを転写紙上
に位置合わせするステップと、
　－加圧の結果として、前記接点が前記転写紙と前記アンテナの前記接点とを変形し、前
記転写紙シートと前記接点の変形が圧力を取り去った後も持続し、それによりチップ上の
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接点とアンテナ上のそれとの間に広い接触面積を設ける方法で、前記チップに圧力を加え
るステップと、
の各ステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　チップを前記アンテナに接続するステップが、
　－アンテナの接点に導電性接着剤を塗布するステップと、
　－前記チップの接点がアンテナの接点に向き合う前記導電性接着剤に埋め込まれるよう
、転写紙上でチップを位置合わせするステップと、
の各ステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記アンテナ用担体を構成するプラスチック材料が、ビカー点が少なくとも８５℃であ
るＰＶＣ又はＰＥＴ製であることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項５】
　前記アンテナ用担体の各側に積層されるプラスチック材料が、塩化ポリビニール（ＰＶ
Ｃ）か、ポリエステル（ＰＥＴ、ＰＥＴＧ）か、ポリカーボネート（ＰＣ）か、又はアク
リロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）である、前記請求項１乃至請求項４のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記アンテナ用担体の各側に積層されるプラスチック材料が、ビカー点が７５℃である
ＰＶＣであることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　アンテナ担体上に転写紙の積層を実行する前記ステップの温度が、前記アンテナ担体を
製作するのに用いたＰＶＣのビカー点に等しいかそれより高い、請求項４乃至請求項６の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　カード本体の積層が実行されるステップの温度が、前記カード本体を作成するのに用い
たＰＶＣのビカー点に等しいかそれより高いが、前記アンテナ担体を製作するのに用いた
ＰＶＣのビカー点より低い、請求項６又は請求項７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記重合可能導電性インクが、銀、銅、炭素の粒子などの、導電性成分を混入したエポ
キシインクである、前記請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９までのいずれかに記載の方法を用いて製作され、プラスチック材
料内のアンテナ担体に加え前記アンテナ担体の各側にカード本体を構成するプラスチック
材料の少なくとも１層を含むスマートカードであって、スクリーン印刷アンテナと前記ア
ンテナ担体内に埋め込まれたチップとを有することを特徴とするカード。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はスマートカード（又は切符）、詳細には無接触スマートカードの製造方法に関わ
る。
【０００２】
【従来の技術】
スマートカード及び切符、詳細にはＩＳＯフォーマットカード、は最近広く普及して来た
。クレジットカードとしての使用を超え、スマートカードは多くの分野で不可欠の道具と
なった。この成長は、適切なリーダと接触させるカード（銀行及びテレホンカードなど）
の在来の用法に加え、新しいカードはリーダと何ら接触させることなく使用することが出
来るとの事実によるところが大きい。
【０００３】
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無接触カード又は接触－無接触混成カードと関連リーダとの間の情報交換は、無接触カー
ドと一体のアンテナとリーダにある第２アンテナとの間の遠隔電磁結合を用いて果たされ
る。情報の作成、記憶及び処理のため、カードはアンテナに接続されたチップを備えてい
る。このアンテナは普通プラスチック材料製の誘電性担体上に配置されている。この使い
易さが、多様な用途開発を可能にした。例えば、電子財布の開発などである。運輸部門で
は、スマートカードが、高速道路料金支払い手段として発達した。催し物の際にスマート
カードは、会場用定期入場券として賛助会社が使用することが出来る。保安用途のため、
多くの会社がＩＳＯ無接触スマートカードに基づく職員識別用システムを導入した。
【０００４】
市場で見出される在来の無接触スマートカードは、数層のプラスチック材料、とりわけ塩
化ポリビニール（ＰＶＣ）を含む。これらの層のうち１層が、アンテナ用担体を構成し、
その他が一般的にカード本体を構成する。カードのアンテナは、通常、銅線であるか又は
カード上に化学エッチングされる。
しかし、このようなカードの生産は比較的高価である。これは銅の使用とエッチング処理
の双方が高価なためである。その上、このようなアンテナをＰＶＣ担体の上に製作するこ
とは、精巧でそれゆえ高価な機械装置の使用を必然的に伴う。
【０００５】
そうした次第で、無接触技術の発達は、このようなカードのための製造原価低減に左右さ
れる。製造原価低減の一方法には、アンテナの廉価な製造方法、特に導電性インクでのス
クリーン印刷処理を用いる製造方法が含まれる。
【０００６】
しかし、ＰＶＣ上のスクリーン印刷には多くの障害が伴う。しかも、ＰＶＣの示す熱加工
特性は良くない。カード本体積層処理中の肉流れが著しいのでアンテナ形状が保たれない
。積層前の、アンテナの製造に使用する導電性インクが乾燥している間の温度はプラスチ
ック材料の軟化温度より高いので、担体の変形があり、これがアンテナの電気性能に影響
を与える。その結果、アンテナの電気的パラメータ（インダクタンスと抵抗）が変化し、
アンテナの誤作動を生じる。更に深刻なことには、強力なせん断応力がある領域でアンテ
ナ切断を直面することもまれではない。その上、熱可塑性材料を熱硬化性のものと置き換
えることは、後者が熱積層に馴染まないので、不可能である。
別の障害は、アンテナをＰＶＣ上にスクリーン印刷した時、チップのアンテナへの接続が
困難になることである。
【０００７】
【発明の解決しようとする課題】
従って本発明の目的は、プラスチック製で、スクリーン印刷インク製アンテナ付き無接触
スマートカードの、原価が安く極めて信頼性の高い製造方法を提案することにより、これ
ら障害を克服することにある。
【課題を解決するための手段】
本発明は、従って、下記の各ステップを含む無接触スマートカード（又は切符）の製造工
程に関する。
－転写紙シート上に導電性ポリマーインクの巻線をスクリーン印刷するステップと、次い
で前記導電性インクを焼いて重合させるため前記担体に熱処理を施すステップとを含む、
アンテナのための製造工程、
－接点を備えたチップの前記アンテナの接続、
－スクリーン印刷のアンテナとチップの双方がプラスチック材料内に埋め込まれる方法で
、加熱プレス成型を用いて、転写紙シートと、アンテナ担体を構成するプラスチック材料
の１層とを、一体とするステップを含む積層、
－前記転写紙の除去、及び
－加熱プレス成型を用いて、プラスチック材料の少なくも１層を担体の各側に溶接するこ
とによる、前記アンテナ担体上のカード本体の積層。
【０００８】
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本発明の別の目的は、本発明の方法に従って作成されたスマートカードであって、プラス
チック材料製アンテナ担体、及びカード本体を構成するプラスチック材料の少なくも１層
をアンテナ担体の各側に含み、スクリーン印刷アンテナとチップの双方がアンテナ担体内
に埋め込まれたスマートカードである。
本発明の目的、対象及び特性は、添付図面との関連で解釈したとき、以下の記述から更に
明らかになるであろう。
【０００９】
【発明の実施の形態】
スマートカードの製造方法の第１ステップは、転写紙シートである適切な基盤上にアンテ
ナを製作するステップである。アンテナは導電性インクを転写紙シート上にスクリーン印
刷して製作するのが好適である。スクリーン印刷のアンテナは、接点２つを加えた一連の
同心巻線を含む。接点はチップをアンテナに接続することを可能にする。アンテナが出来
上がったら、スクリーン印刷インクを焼くため転写紙を熱処理する。使用するインクは、
導電性成分を混入した重合可能製品である。これは、銀、銅又は炭素の粒子を混入したエ
ポキシインクが好ましい。
アンテナが出来上がったら、それが未だ転写紙シートの上にある間に、アンテナにチップ
を接続する。スクリーン印刷アンテナ１２の付いた転写紙シート１０とチップ１４（これ
らは既に接続済み）を図１に示す。チップ１４のアンテナ１２への接続には色々な方法を
適用してよい。第１実施例は次の各ステップを含む。
【００１０】
－チップの接点がアンテナの接点と向き合って配置されるように、チップを転写紙上で位
置合わせするステップ、及び
－チップの接点が転写紙シートとアンテナの接点を変形するよう、チップに圧力を加える
ステップ。転写紙とアンテナの接点は、圧力を解放した後も変形したままなので、チップ
上の接点とアンテナ上の接点との間に広い接触面積を設ける。
第２実施例に従うと、チップを接続するステップは次のステップを含む。
－アンテナの接点に導電性接着剤を塗布するステップ、及び
－前記チップの接点がアンテナの接点に向き合う前記導電性接着剤に沈むよう、転写紙上
でチップを位置合わせするステップ。
【００１１】
図２は、転写紙シートの軸Ａ－Ａを通る縦断面を示す。転写紙シート１０の上には、スク
リーン印刷巻線の形のアンテナ１２が載っている。チップ１４は、アンテナ１２に接続さ
れている。
チップがアンテナに接続されたとき、転写紙シートは、アンテナ担体を構成するプラスチ
ック材料で積層される。この積層ステップは加熱プレス成型により果たされる。図３は、
転写紙１０とプラスチックアンテナ担体１６を示す。好適実施例によれば、プラスチック
材料は、ＰＶＣ又はＰＥＴのいずれかである。図３から、積層ステップが実行されると、
スクリーン印刷アンテナ１２とチップ１４は、アンテナ担体を構成するＰＶＣ１６の層に
埋め込まれることが分かる。アンテナ担体を製作するのに使用するＰＶＣは、比較的高い
ビカー点（材料が軟化する温度）を有する。軟化温度は、８５℃であるのが好ましい。積
層工程で使用される加熱プレス成型は、ＰＶＣが軟らかくなるよう、温度８５℃以上で行
なわれならない。その結果、チップとアンテナは、ＰＶＣ層の中に沈み込んで埋め込まれ
る。
【００１２】
次のステップは、転写紙シートをＰＶＣアンテナ担体から除去するステップである。事実
、転写紙の性質１つに、加熱されると、接着性を失いその表面にあったものを解放する性
質がある。この場合、アンテナ１２とチップ１４は、図４に示すように、ＰＶＣアンテナ
担体１６と結合されたままである。
この方法の最終ステップは、アンテナ担体の各側にプラスチック材料を少なくも１層積層
するステップを含む。これらの層が、カード本体を構成する。好適実施例に従うと、この
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プラスチック材料は、ＰＶＣ、ポリエステル（ＰＥＴ又はＰＥＴＣ）、ポリカーボネート
（ＰＣ）又はアクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）のいずれかである。使用さ
れるプラスチック材料はＰＶＣであるのが好ましい。このＰＶＣはアンテナ担体に使用さ
れるものと反対に低いビカー点を有する。軟化温度は、７５℃であるのが好ましい。互い
に一体化するため、ＰＶＣの３層を温度７５℃で圧縮する。カード本体を構成する層が軟
化されアンテナ担体層（硬いまま）を結合する。従って、アンテナ担体には高いビカー点
を有する形のＰＶＣを使用して、カード本体作成に使用するＰＶＣのビカー点に相当する
温度でカードを積層するとき軟化しないようにしなければならない。アンテナ担体を構成
するＰＶＣの変形は、スマートカードを機能しなくさせるアンテナの変形又は破壊さえも
生じることがある。従って、カード本体を積層する温度は、カード本体作成に使用するＰ
ＶＣのビカー点に等しいかそれより高いが、アンテナ担体を製作するのに使用するＰＶＣ
のビカー点より低い。
【００１３】
図５は、結果として作成されたカードの縦断面を示す。アンテナ担体はアンテナ１２とチ
ップ１４を一体化している。この担体は、担体１６の各側に配置されたカード本体（１８
及び２０）の両構成部品と連続している。この構成は、カードの不可欠成分、即ちアンテ
ナと担体、を効果的に保護していることが分かる。これらが完全にアンテナ担体内に埋め
込まれているからである。その上、結果として作成されたカードには余分な厚さはなく、
カード上の目立った加工跡や電子部品に起因する印刷の変形もない。
この製造方法は、従って、導電性インクで構成されたスクリーン印刷アンテナを有し、全
体がＰＶＣで作成されたカードを生じる結果となる。それゆえ、このカードの原価は、生
産が遙かに高価な在来カードに比べ極めて低い。その上、その構成、とりわけ銅又はエッ
チングアンテナが使用されているので、在来カードの方が壊れ易い。
【図面の簡単な説明】
【図１】　スクリーン印刷アンテナ及びこのアンテナに接続されたチップを支える転写紙
シートの側面図を示す。
【図２】　図１に示す転写紙シートの軸Ａ－Ａを通る縦断面を示す。
【図３】　積層ステップの後、プラスチックアンテナ担体と接触する転写紙シートの縦断
面を示す。
【図４】　転写紙シート除去の後の、アンテナ担体の縦断面を示す。
【図５】　本発明に従う結果として作成されたカードの縦断面を示す。
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